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【 請 求 項 ２ 】

基 板 を 収 容 す る 処 理 室 内 に 、 少 な く と も ２ 種 類 の プ ロ セ ス ガ ス を 交 互 に 供 給 し て 、 前 記 基
板 上 に 所 望 の 膜 を 生 成 す る 半 導 体 製 造 装 置 で あ っ て 、
前 記 反 応 室 を 排 気 す る 排 気 配 管 と 、
前 記 排 気 配 管 を 介 し て 前 記 反 応 室 を 排 気 す る 真 空 排 気 装 置 と 、
前 記 排 気 配 管 を 開 閉 す る 排 気 バ ル ブ と 、
前 記 プ ロ セ ス ガ ス の 内 の 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 反 応 室 に 供 給 す る 第 １ の 供 給 配 管 と 、
前 記 プ ロ セ ス ガ ス の 内 の 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 反 応 室 に 供 給 す る 第 ２ の 供 給 配 管 と 、
前 記 第 １ の 供 給 配 管 を 開 閉 す る 第 １ の 供 給 バ ル ブ と 、
前 記 第 ２ の 供 給 配 管 を 開 閉 す る 第 ２ の 供 給 バ ル ブ と 、
前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を プ ラ ズ マ 励 起 す る プ ラ ズ マ 励 起 手 段 と 、
少 な く と も 前 記 排 気 バ ル ブ 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 供 給 バ ル ブ お よ び 前 記 プ ラ ズ マ 励 起 手 段 を
制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、
前 記 制 御 手 段 は 、 少 な く と も 前 記 排 気 バ ル ブ 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 供 給 バ ル ブ お よ び 前 記 プ
ラ ズ マ 励 起 手 段 を 制 御 し て 、
前 記 プ ラ ズ マ 励 起 手 段 に よ り 活 性 化 さ れ る 前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 基 板 に 晒 す 際 に
は 、 前 記 反 応 室 が 前 記 真 空 排 気 装 置 に よ り 排 気 さ れ た 状 態 で 、 前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を
前 記 第 １ の 供 給 配 管 を 介 し て 前 記 前 記 反 応 室 に 供 給 し 、
前 記 プ ラ ズ マ 励 起 手 段 に よ り 活 性 化 さ れ な い 前 記 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 基 板 に 晒 す 際
に は 、 前 記 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 第 ２ の 供 給 配 管 を 介 し て ２ ～ ４ 秒 間 前 記 反 応 室 に 供
給 し 前 記 反 応 室 内 の 圧 力 を 上 昇 さ せ 、 そ の 後 、 上 昇 し た 圧 力 雰 囲 気 中 に ２ ～ ４ 秒 間 前 記 基
板 を 晒 す よ う に す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 製 造 装 置 。

少 な く と も ２ 種 類 の プ ロ セ ス ガ ス を 、 先 行 す る 残 留 プ ロ セ ス ガ ス の 排 出 工 程 を 挟 ん で 、 処
理 室 内 に 収 容 さ れ た 基 板 に 交 互 に 晒 し て 、 前 記 基 板 上 に 所 望 の 膜 を 生 成 す る 半 導 体 製 造 装
置 で あ っ て 、
前 記 反 応 室 を 排 気 す る 排 気 配 管 と 、
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前 記 排 気 配 管 を 介 し て 前 記 反 応 室 を 排 気 す る 真 空 排 気 装 置 と 、
前 記 排 気 配 管 を 開 閉 す る 排 気 バ ル ブ と 、
前 記 プ ロ セ ス ガ ス の 内 の 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 反 応 室 に 供 給 す る 第 １ の 供 給 配 管 と 、
前 記 プ ロ セ ス ガ ス の 内 の 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 反 応 室 に 供 給 す る 第 ２ の 供 給 配 管 と 、
前 記 第 １ の 供 給 配 管 を 開 閉 す る 第 １ の 供 給 バ ル ブ と 、
前 記 第 ２ の 供 給 配 管 を 開 閉 す る 第 ２ の 供 給 バ ル ブ と 、
前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を プ ラ ズ マ 励 起 す る プ ラ ズ マ 励 起 手 段 と 、
少 な く と も 前 記 排 気 バ ル ブ 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 供 給 バ ル ブ お よ び 前 記 プ ラ ズ マ 励 起 手 段 を
制 御 す る 制 御 手 段 と 、 を 備 え 、
前 記 制 御 手 段 は 、 少 な く と も 前 記 排 気 バ ル ブ 、 前 記 第 １ と 第 ２ の 供 給 バ ル ブ お よ び 前 記 プ
ラ ズ マ 励 起 手 段 を 制 御 し て 、
前 記 プ ラ ズ マ 励 起 手 段 に よ り 活 性 化 さ れ る 前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 基 板 に 晒 す 際 に
は 、 前 記 反 応 室 の 圧 力 を 減 圧 状 態 と し 、
前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス の 残 留 分 を 前 記 反 応 室 か ら 排 出 す る 際 に は 、 前 記 反 応 室 内 の 圧 力
を ２ ０ Ｐ ａ 以 下 に 排 出 し 、
前 記 プ ラ ズ マ 励 起 手 段 に よ り 活 性 化 さ れ な い 前 記 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 基 板 に 晒 す 際
に は 、 前 記 処 理 室 内 の 圧 力 を 、 前 記 残 留 分 ガ ス の 排 出 時 の 圧 力 よ り も ２ ４ ６ Ｐ ａ 以 上 昇 圧
さ せ る よ う に す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 製 造 装 置 。

前 記 制 御 手 段 は 、
前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 基 板 に 晒 す 際 に は 、 前 記 反 応 室 が 前 記 真 空 排 気 装 置 に よ り
排 気 さ れ た 状 態 で 、 前 記 第 １ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 第 １ の 供 給 配 管 を 介 し て 前 記 反 応 室 に
供 給 さ れ 、
前 記 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 基 板 に 晒 す 際 に は 、 前 記 反 応 室 か ら の 排 気 が 止 め ら れ た 状
態 で 、 前 記 第 ２ の プ ロ セ ス ガ ス を 前 記 第 ２ の 供 給 配 管 を 介 し て 前 記 反 応 室 に 供 給 さ れ る よ
う に 更 に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 半 導 体 製 造 装 置 。


	header
	written-amendment

